
３ 食料安全保障市民活動促進・支援事業
【４８１(０）百万円】

対策のポイント
耕作放棄地を解消する取組など食料の安定供給に資する市民活動を支援する

ため、国民が参加しやすい寄付の仕組を創設します。

＜背景／課題＞

・国内生産力は大幅に低下。

65歳以上の農業者の割合：21％（昭和50年）→ 58％（平成17年）

耕作放棄地：13万ｈａ（昭和50年）→ 39万ｈａ（平成17年（東京都の約1.8倍））

・我が国の食料自給率は41％（平成20年度・カロリーベース）と主要な先進国の中で最

低水準。

・世界の食料需給は途上国の経済発展やバイオ燃料による需要拡大、地球規模の気候変

動という中長期的に継続する要因により、今後もひっ迫傾向で推移。

・日本全体の寄付金は7,281億円（平成14年）とアメリカの寄付金24兆5,174億円（平成

14年）と比べて30分の1程度であり、農林水産業関係では「緑の羽根募金」が24億円程

度（平成19年）。

・このような状況の中、耕作放棄地の解消など食料の安定供給に資する市民活動を支援

するため、食料自給率の現状等に問題意識や貢献意欲を持っている多くの国民が参加し

やすい仕組を創設する必要。

政策目標

国民参加を得て我が国の食料安定供給の確保のための多様な取組

を創出

＜内容＞

食料安定供給に向けた国民的支援

幅広く国民からの寄付・募金を受け付け、サービス還元や食料安定供給に資する

市民活動への支援を行うシステムの構築及び運営費等の支援を行います。また、新

たな仕組みを国民に分かりやすく発信し、認知を図るための宣伝・広告を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

[お問い合わせ先：大臣官房食料安全保障課 （０３－６７４４－２３９５（直））]



【支出】
・我が国の食料の安定供給
に役立つ活動を幅広く支援

（公益目的事業）

【収入】
・消費者が消費支出時に

支払う基金
・直接の募金、寄付等

食料安全保障市民活動促進・支援事業

平素の土台づくり

不測時に対する備え

※この他、支援対象取組の公募も実施

支援の対象（例）

○耕作放棄の解消に役立つ取組

・ 耕作放棄地の解消に取り組む農業者等へ

の定額支援

・ 自給飼料の利用拡大への支援

○戦略作物（麦・大豆等）の生産定着に資する
取組

・ 加工業者と農業者との契約生産支援

○増産、品目転換のための予備資材備蓄（種

子、肥料等）

○家庭における食料品備蓄の推進運動への
支援

〔新規ポイント制度方式〕

［実施主体］ＮＰＯ法人等

事
業
実
施
主
体

「日本の食」応援
ポイントカード

【支援】
事務局運営費
協賛店拡充費
システム開発費
システム端末の導入
費、カード開発費

国

事業広告
宣伝費

食料安全保障
協議会

※ 国は、本事業の趣旨等の理解が促進されるよう本事業に関する広告・宣伝を行う。

〔既存ポイント寄付方式〕

消費者消費者

新規ポイント
運営会社

代金
支払

ポイント
サービス還元

ポイント管理

〔直接募金方式〕

国民・企業

直接の
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協賛
小売店
外食店
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発行

既存ポイント
運営企業

カード・端末
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ポイント
発行

協賛企業や
取組をＰＲ

システム開発費、
カード・システム端
末の導入費
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